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近所の公園について

市内の高校に通う生徒たちの親切な対応について

　近所の公園ですが、「野球・サッカーなどのボール遊び禁止」「遊具は劣化のため使用禁止」となっ
ており、コロナ禍で家にひきこもりがちな子どもたちを遊ばせることができません。五十公野公園な
ど、すばらしい公園がたくさんあることは知っていますが、少しの空き時間に遊ばせるのは町内の公
園だと思います。現状、冬場の雪捨て場くらいにしか活用されていません。子どもたちの声も聞こえま
せん。野球・サッカー禁止は分かるのですが、ボールを使っていただけで注意を受けました。

　コロナ禍ということもありますが、公園から子どもたちの声が聞こえなくなったと私も感じていま
す。地域コミュニティの希薄化や子どもたちの遊びの形態が、屋外から室内へ変化する中で、公園が地
域の憩いの場から遠ざかっていると認識しています。
　公園利用のあり方については、地域住民の方々からのご意見に対し、地元自治会と相談しながら必
要な措置や対策を行っており、当該公園においては「野球・サッカー禁止」としていることをご理解願
います。今回のご意見を踏まえ、今一度、地元自治
会と公園利用のルールについて協議するよう指示
しました。また、当該公園の遊具については、今年度
中の更新を予定していたことから、早急に対処する
よう指示しましたので、しばらくお時間をいただき
たいと思います。
　このような地域密着型の公園が、「未来を担う子
どもたち」の健全な育成の場として、また、それを温
かく地域の皆様が見守る憩いの場としてご利用い
ただけるよう、必要な措置を講じてまいります。

　週に何度か幼稚園児の子どもを連れて新発田駅を利用しています。利用時
は高校の下校の時間と重なっているのか、たくさんの生徒さんが電車に乗って
きます。子どもが赤ちゃんの頃から電車を利用しているのですが、必ずといっ
ていいほど生徒さんが「席を譲ります」と声を掛けてくれます。男女、高校を問
わずです。いつも声を掛けてくれて、とても恐縮すると同時に感謝の気持ちで
いっぱいです。本来ならそれぞれの高校にお礼の気持ちを伝えたいところです
が、こちらでお礼を伝えたいと思います。本当に優しい生徒さんばかりでびっく
りしました。ありがとうございます。
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【各課へのお問い合わせ】
　各課へのご意見やお問い合わせは、市ホームページの「各課へのお問い合わ
せ」入力フォームをご利用ください。
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■問合せ先＝みらい創造課（☎28-9530）
　寄せられた手紙の一部を要約してお知らせします。このほかのものは、ヨリネスしばたや各支所
などに設置している「閲覧簿」または市ホームページでご覧いただけます。
※回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在と異なる場合があります

新型コロナウイルス感染者情報について
　市内のコミュニティセンターで体操をしています。以前はコロナの感染者情報を見て体操教室を休
みにしたりしていたのですが、今は情報が無いのでとても不安です。高齢の方が多いので、実施して
よいのか悪いのか迷っています。あんしんメールに情報を入れていただくとうれしいです。

　コロナ禍に負けず、自主的な体操教室を実践いただいているとのこと。市が目指す「健康長寿のま
ち しばた」に向けた取組であり感謝申し上げます。
　これまで、市内の感染者数を「新発田あんしんメール」で、毎日お知らせしていましたが、９月２６日
から、国が感染者の把握方法を簡略化したことにより、新潟県でも市町村別の感染者数から、年代別
感染者数のみの公表に変更しました。このため、市でも感染者数を把握できなくなり、感染者が急拡大
した際などにあわせて関連情報をお知らせする方式へと変更しています。
　感染者情報が無いために、体操教室の開催判断に苦慮されているとのことですが、現時点で、県や
市が皆様の行動を制限することはありません。ウィズコロナ
時代に合わせて、日常活動の再開や継続をしたいと考えてお
り、各種事業・イベントなどの開催にも取り組んでいるところ
です。体操教室の開催を少しでもお悩みの時があれば、いつ
でも健康推進課の感染症対策担当（☎28-9211）にご相談
ください。健康長寿の取組「運動教室」を安心・安全に続けて
いただくお手伝いをしたいと考えています。

市長への手紙
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いただいたご意見などにお答えします

 「市長への手紙」でいただいたご意見は、市政に反映
させるため、全て市長が目を通して回答しています。
　なお、お寄せいただいたご意見及び回答は、個人
情報を除いた上で、原則、市ホームページや下記の設
置場所にある「閲覧簿」などで公表します。
設置場所＝ヨリネスしばた、各支所、中央図書館、生涯
学習センター、市民文化会館、健康長寿アクティブ交
流センター
※「回答不要」の場合や「匿名」・「連絡先未記載」な
どの手紙は、原則、回答・公表しません

※誹謗中傷が含まれているもの、営
利・営業目的であるものなど、「市
長への手紙」として適当ではないと
判断した場合は回答しません
【提出方法】
　市ホームページの「市長への手紙」入力フォームか
ら送信してください。また、ヨリネスしばたや各支所
にある専用ポスト、郵送、ファックスでも受け付けま
す。
送付先＝〒957-8686 住所記載不要「市長への手
紙宛て」、FAX 22-3110

皆さんのご意見をお寄せください
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